
関
野
議
員
は

小
田
原
市
立
病

院
を
県
西
の
基

幹
病
院
と
し
て

充
実
さ
せ
る
こ

と
に
つ
い
て
質

問
し
ま
し
た
。

①
施
設
改
善
の
要
望
で
、
ト
イ
レ
を
ウ
オ
ッ

シ
ュ
レ
ッ
ト
に
変
え
て
ほ
し
い
等
に
つ
い
て
は
、

ど
の
様
に
聞
き
取
り
、
改
善
や
対
応
を
し
て
い

る
の
か
。

②
医
師
・
看
護
師
の
確
保
と
勤
務
状
況
及
び

労
働
条
件
の
改
善
等
は
ど
う
か
。

③
預
か
り
金
事
件
後
、
鍵
の
管

理
等
を
ど
の
よ
う
に
改
善
し
た
か
。

④
今
後
、
公
立
公
営
を
堅
持
す

べ
き
。
建
て
替
え
が
市
と
病
院
運
営
審
議
会
か

ら
答
申
さ
れ
て
い
る
が
、
建
て
替
え
や
建
設
費

な
ど
ど
の
位
か
と
質
問
。

【
答
弁
】
病
院
で
は
「
あ
な
た
の
声
」
等
で
把

握
に
つ
と
め
、
洗
浄
便
座
付
き
ト
イ
レ
等
を
増

設
す
る
な
ど
、
出
来
る
限
り
応
え
る
よ
う
努
め

て
い
る
。
６
月
１
日
現
在
医
師
数
は
１
０
１
名
、

28
の
診
療
科
、
看
護
師
数
は
３
９
２
名
で
、
平

成
18
年
と
比
較
す
る
と
89
名
の
増
員
。
看
護
師

の
夜
勤
に
つ
い
て
は
夜
間
看
護
手
当
等
を
支
給
。

看
護
師
か
ら
の
要
望
等
は
病
院
幹
部
の
中
で
情

報
を
共
有
し
て
、
負
担
の
軽
減
に
努
め
て
い
る
。

鍵
の
管
理
は
厳
重
に
行
っ
て
い
る
。

公
設
公
営
の
運
営
形
態
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。

小
田
急
線
富
水
１
号
踏
切
は
ど
の
様
に
対
応

し
て
い
る
か
。

【
答
弁
】
平
成
26
年
５
月
に
小
田
急
電
鉄
株
式

会
社
と
踏
切
の
現
状
や
諸
課
題
に
つ
い
て
、
協

議
を
進
め
て
い
く
。
拡
幅
整
備
等
は
道
路
事
業

全
体
の
枠
組
み
を
考
え
、
早
期
の
実
施
に
向
け

努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。

そ
の
他
、
久
野
霊
園
に
合
葬
式
墓
地
建
設
と
、

バ
ス
運
行
の
増
便
を
求
め
ま
し
た
。

原
田
敏
司
議

員
は
、
多
く
の

反
対
を
押
し
切

り
国
が
制
定
し

た
「
医
療
・
介

護
総
合
法
」
の

市
民
に
及
ぼ
す
影
響
及
び
市
の
対
応
に
つ
い
て

質
問
。

法
律
は
、
要
支
援
１
と
２
の
訪
問
介
護
、
通

所
介
護
を
保
険
給
付
か
ら
外
し
、
市
町
村
の
地

域
支
援
事
業
に
移
す
、
ま
た
要
介
護
１
と
２
を

原
則
特
養
ホ
ー
ム
の
対
象
か
ら
外
す
と
し
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
り
市
民
が
こ
れ
ま
で
利
用
し
て

き
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
削
減
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
国
か
ら
財
政
的
支
援
は
さ
れ
る
の
か
。

市
は
地
域
支
援
事
業
で
介
護
の
後
退
を
招
か
ぬ

よ
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
べ
き
だ
が
、
そ

の
考
え
が
あ
る
の
か
ど
う
か
質
し
ま
し
た
。
ま

た
３
年
毎
の
制
度
見
直
し
の
年
度
に
当
た
る
こ

と
か
ら
、
低
所
得
者
の

介
護
保
険
料
の
軽
減
策

の
拡
充
、
特
養
ホ
ー
ム

の
待
機
者
を
無
く
す
こ
と
を
目
指
し
、
特
養
ホ
ー

ム
の
増
設
を
求
め
ま
し
た
。

次
に
、
「
小
田
原
市
健
康
増
進
計
画
」
の
進

捗
状
況
に
つ
い
て
質
問
。
少
子
高
齢
化
社
会
を

迎
え
、
医
療
費
が
増
え
て
い
る
。
医
療
費
を
削

減
す
る
た
め
に
も
市
民
の
健
康
を
増
進
す
る
こ

と
は
大
変
重
要
な
課
題
。
小
田
原
市
は
脳
血
管

疾
患
に
よ
る
死
亡
率
が
県
下
で
ト
ッ
プ
。
健
康

増
進
計
画
で
そ
の
改
善
を
め
ざ
す
こ
と
、
そ
し

て
近
年
心
臓
疾
患
、
脳
血
管
疾
患
、
糖
尿
病
な

ど
生
活
習
慣
病
を
招
く
要
因
と
し
て
に
わ
か
に

注
目
さ
れ
て
い
る
歯
周
病
等
の
予
防
及
び
治
療

を
重
点
課
題
に
掲
げ
て
い
る
こ
と
は
的
を
射
て

い
る
。
脳
血
管
疾
患
に
よ
る
死
亡
率
が
な
ぜ
高

い
の
か
原
因
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
市
民
が

定
期
的
に
歯
科
検
診
す
る
仕
組
み
づ
く
り
も
検

討
す
べ
き
と
質
し
ま
し
た
。

最
後
に
、
今
年
４
月
に
発

足
し
た
小
田
原
産
木
材
を
活

用
し
た
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助

成
制
度
の
進
捗
状
況
に
つ
い

て
、
そ
し
て
地
元
業
者
の
仕

事
お
こ
し
の
た
め
に
一
般
的

な
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制

度
を
早
期
に
導
入
し
、
地
域

経
済
活
性
化
を
図
る
よ
う
求

め
ま
し
た
。

【
答
弁
】
地
域
支
援
事
業
で

要
支
援
１
と
２
に
対
し
、
従

前
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
心
が
け
る
。
特
別
の
事
由

が
あ
れ
ば
要
介
護
１
と
２
も
特
養
ホ
ー
ム
に
入

所
可
能
。
今
年
度
も
脳
血
管
疾
患
の
予
防
と
歯

科
保
険
に
力
を
入
れ
る
。
一
般
的
な
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
助
成
制
度
の
導
入
に
向
け
検
討
を
進
め
て
い

る
。

田
中
利
恵
子

議
員
は
、
国
の

子
ど
も
・
子
育

て
支
援
新
制
度

に
基
づ
く
、
小

田
原
市
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
の
策
定
に
関
し
①
昨
年
実
施

し
た
ニ
ー
ズ
調
査
の
結
果
分
か
っ
た
こ
と
は
何

か
②
地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
等
、
想
定

さ
れ
る
各
種
基
準
の
条
例
化
に
つ
い
て
、
市
の

考
え
方
と
作
業
の
進
捗
状
況
等
に
つ
い
て
質
問
。

ま
た
、
保
育
所
の
入
所
者
を
ど
の
よ
う
に
選
考

決
定
し
て
い
る
の
か
。
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

保
育
所
の
空
き
情
報
を
掲
載
す
べ
き
と
質
問
し

提
案
し
ま
し
た
。

【
答
弁
】
そ
の
結
果
、
教
育
・
保
育
の
「
量
の

見
込
み
」
に
つ
い
て
推
計
中
。
国
基
準
を
も
っ

て
本
市
の
基
準
と
す
る
。
入
所
判
定
基
準
に
よ

り
、
入
所
申
し
込
み
内
容
の
審
査
、
家
庭
で
の

保
育
が
困
難
な
状
況
を
点
数
化
し
、
点
数
の
高

い
方
か
ら
希
望
先
保
育
所
の
受
け
入
れ
可
能
人

数
に
応
じ
て
入
所
を
決
定
。
入
所
状
況
等
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
を
検
討
す
る
。

そ
こ
で
田
中
議
員
は
、
ニ
ー
ズ
調
査
に
よ
り

分
か
っ
た
保
護
者
や
子
の
置
か
れ
て
い
る
実
態

に
見
合
っ
た
教
育
・
保
育
の
必
要
量
の
大
き
さ

と
、
本
市
が
決
め
る
必
要
量
の
大
き
さ
が
等
し

く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
。
ま
た
、
地
域

型
保
育
事
業
・
小
規
模
保
育
事
業
の
保
育
士
の

配
置
基
準
（
保
育
士
の
有
資
格
者
・
Ａ
型
１
０

０
％
・
Ｂ
型
50
％
以
上
・
Ｃ
型
ゼ
ロ
）
に
対
し

て
、
う
つ
伏
せ
死
な
ど
の
事
故
の
防
止
や
豊
か

な
保
育
を
提
供
す
る
た
め
に
、
保
育
士
は
全
員

有
資
格
者
と
す
べ
き
。
そ
し
て
、
「
や
む
を
得

ず
認
可
外
保
育
所
に
預
け
働
い
て
い
る
事
態
を

重
く
受
け
止
め
て
ほ
し
い
」
な
ど
。
認
可
保
育

所
を
必
死
に
求
め
る
保

護
者
の
声
を
示
し
、
認

可
保
育
所
の
増
設
を
強

く
求
め
ま
し
た
。

田中りえ子議員
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小田原市は今年１０月から、下水道使用料の平均９％値
上げを提案しました。日本共産党小田原市議団はこの値上
げ案に反対しました。

その理由は第一に、消費税が３％増税され、市民の暮ら
しが厳しい状況になっており、使用料の値上げは市民にとっ
てダブルパンチとなります。

第二に、基本料金を現行の０～２０立方メートルを０～
１６立方メートル に変えて１.８１１円と据え置いていま
すが、県内では一番高い。また小口利用者も値上げされ、
県内１９市中トップクラス。

第三に、汚水施設の建設に要した費用まで、使用料対象
経費に含む事は問題があります。下水道事業は、生活環境

の改善、公共用水域の水質保全等、健全な水環境を保つ上
で大きな役割を担い、市民生活や社会活動にとって欠くこ
とのできない重要な社会資本です。その社会資本の整備、
インフラは本来なら国が率先して行った上で、県・市の地
方自治体が担うべきです。

しかし、国の補助率は以前に比べて減っています。市の
一般会計からの繰り入れも減らしてきています。使用料で
まかなう経費回収率が、現在でも県内１９市中６番目で、
８５％と高い状況です。必要予算は、一般会計から繰り入
れを行い、地方任せにしている国に対しても援助を求めて
いく事が必要です。

６月議会において、８名の議員が「集団的自衛権の慎重審議を求
める意見書」を共同提案し、１９名の議員の賛成で採択されました。
なお反対は７でした。

採決に先立ち日本共産党小田原市議団を代表し、原田議員が賛成
討論を行いました。

平和憲法のもと、戦後日本は戦争で他国の人を一人たりとも殺さ
ず、また自衛隊員が殺されるということもなかった。歴代の内閣が
議論を尽し、現憲法の下で個別的自衛権を有するものの、集団的自
衛権は許されないという立場を確立してきた。イラクに自衛隊を派
遣した際にも、この立場を堅持した。

安倍首相はこうした歴史的経過を真っ向否定し、明文改憲しない
まま一内閣の解釈改憲により、集団的自衛権を容認しようとしてい
るが、前代未聞の暴挙である。

日本は、太平洋戦争の惨禍を二度と繰り返してはならないという
強い思いから、国家が権力を乱用しないよう国民の自由と権利を守
り、憲法で権力を縛る、いわゆる立憲主義の立場をとっている。

憲法９条の恒久平和の理念こそが、戦後68年間、日本が戦争に巻
き込まれるのを防いできた。解釈改憲によりアメリカの行う戦争に
日本が参加することは、極めて危険な道である。集団的自衛権の容
認を中止し、立憲主義の立場を堅持するよう強く求め、意見書の採
択に賛成する。

「集団的自衛権」閣議決定に反対する官邸前での抗議集会

現在基本設計から実施設計へと進められています。これまでにさまざまな意見等が出されていますが、
その一つひとつについて検討を加えることが求められています。

消費税のアップや、資材・人件費の高騰で、ホール建設が財政に与える影は大きいものがあります。
徹底的に建設費の抑制をすることが大切です。

ホー ルの建設
計画により、建
設場所の周辺道
路に変化が生じ
ます。直近に住
む方など、住民
が納得・理解で
きるようにすべ
きです。

日
本
共
産
党
の

無
料
法
律
相
談

担
当
弁
護
士

岡
村

三
穂

９
月
２
日
（
火
）

次
回10

月
７
日
（
火
）

午
後
１
時
よ
り

※
予
約
制
で
す
の
で
、

相
談
さ
れ
る
方
は
、

関
野
、
原
田
、
田
中

ま
で
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

法律相談・市政・生活相談は
下記へご連絡ください

℡/Fax 住所
関野たかし ４２－０３１６ 曽我岸90

原田としじ ４８－４９３１ 南鴨宮2-24-14

田中りえ子 ３５－５３８９ 扇町1-6-2
（市役所 市議団控室 ３３ー１７８９）

Eﾒｰﾙ(代表) tanakarieko@nifty.com
芸術文化創造センター(市民ホール)遠景予想図


